
ＨＡＣＣＰ（ハサップ）
について



（1）ＨＡＣＣＰ(ハサップ)とは
Hazard Analysis and Critical Control Point

危害要因 分析 重要管理点

安全な食品を作るための手法
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 原材料の仕入れから、調理、提供までの各工程の中で
起こりうる危害を想定し、管理する。

 特に重要なポイントについては、重点的に管理する。
 やるべきことを文書化し、記録に残すことによって、
衛生管理を「見える化」する。



（１）ＨＡＣＣＰ(ハサップ)とは
原材料の仕入れから、調理、提供までの各工程の中で起こりうる
危害を想定し、特に重要な工程を連続的に管理する。
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HACCP方式
加熱・冷却・包装を特に重要な工程として管理

温度や時間の管理 異物の検出



ＨＡＣＣＰの取組には２種類あります

① 飲食店や販売店、製造等従事者が50人未満の施設など
（小規模な営業者等）
➡「HACCPの考え方を取り入れた衛生管理」
厚生労働省のホームページに掲載されている業種ごとの手引書に従って、
衛生管理を行います。

② 大規模食品製造施設など、①以外の事業所
➡「HACCPに基づく衛生管理」
HACCPの７原則に基づき、営業者自らが、使用する原材料や製造方法など
に応じて、衛生管理計画を作成・実施します。

多くの営業者は
こちらに該当します



「HACCPの考え方を取り入れた衛生管理」のすすめ方
（小規模営業者等が行うＨＡＣＣＰ）

まず最初に、厚生労働省のホームページに掲載されている
「業種ごとの手引書」を確認しましょう。

HACCP 手引書 厚生労働省 検索

手引書は、100種類以上掲載されて
います。
手引書が作成されていない

業種については、類似する業種の手引
書を参考にして下さい。



「HACCPの考え方を取り入れた衛生管理」のすすめ方

手引書を参考にして、以下の①～⑥の内容を実施しましょう。

①手引書の解説を読み、何が危害要因となるかを理解する。

②手引書のひな形を利用して、「衛生管理計画」と（必要に応じて）手順書
を作成する。
③衛生管理計画などの内容を、従業員に周知する。

④手引書の記録様式を利用して、衛生管理の実施状況を記録する。
⑤手引書で推奨された期間、記録を保存する。
⑥記録等を定期的に振り返り、必要に応じて衛生管理計画や手順書の内容を見直す。

衛生管理

計画をつくる
計画を実行する

やったことを記録
する



Step１

衛生管理計画を
つくる

計画を実行
する

やったことを
記録する

Step２ Step３

衛生管理計画の作成ポイント
・一般的衛生管理
・重要管理点

（2）ＨＡＣＣＰの実施



Step1 衛生管理計画をつくる （飲食店における衛生管理計画の例）

手引書を参考にして、
作成しましょう。



一般的衛生管理について（どの食品にも共通）

１) 原材料の受入の確認
２) 器具等の洗浄・消毒・殺菌
３) 交差汚染・二次汚染の防止
４) トイレの洗浄・消毒
５) 衛生的な手洗いの実施
６) 従業員の健康管理・衛生的作業着の着用

※食中毒の多くは一般衛生管理の不備によって発生しています！



１) 原材料の受入の確認
【確認すること】
外観、におい、包装の状態、表示（期限、保存方法等）、温度

【考えられる危害】
もともと食品についている食中毒菌などが増えている。
生産者の誤りによる農薬等
取扱い不良による異物混入



【原材料の受入時の注意】
外箱の汚染

・原材料等の外箱は、どのような環境で取り扱われていたかわかりませ
ん。配送用の包装のまま、加工・調理・包装作業を行う区域へ持ち込ま
ないようにします。

・特に段ボール等は昆虫が好んで住み着く傾向があります。外箱には汚
染源がついていると想定して開梱作業は食品取扱い場所以外で行い、別
容器に入れる等の対応が効果的です。

※新聞紙の調理場への持ち込みも同様です。



２) 器具等の洗浄・消毒・殺菌

【ポイント】
しっかり汚れを洗浄してから消毒・殺菌を行う
消毒・殺菌の濃度・時間をしっかり守る

【考えられる危害】
汚れが残っていると、他の食品へ食中毒菌が付く可能性が
ある



調理器具、容器等の区別について

・下処理用（食肉用、魚介類用、野菜用）、調理用（加熱調理済み

食品用、生野菜用、生食魚介類用）など、それぞれ専用の調理器具

及び容器（特に包丁、まな板など）を用意し区別して使用する。

※その都度、洗浄・消毒には限界があります！



器具等の洗浄・消毒のポイント

・スポンジタワシに中性洗剤又は弱アルカリ性洗剤をつけて「汚れ」や
「有機物」を洗い落とす。
※汚れを十分に落とした後でないと、十分な消毒効果が得られません

・すすぎ残しがないよう、十分な流水で洗剤をすすぐ。

・水気をとり乾燥させる。



器具等の洗浄・消毒のポイント

消毒方法として何を使用するかを、器具の材質や形状によって使い分
ける。

煮沸消毒
＜用途＞調理器具，ふきん等の消毒
＜殺菌効果＞一般的な細菌やノロウイルスに効果があります。セレウス菌や
ウェルシュ菌などの芽胞菌には効果がありません。



器具等の洗浄・消毒のポイント

消毒用エタノール
＜用途＞ 調理器具、手指等の消毒
＜特徴＞
・一般的な細菌に効果があります。
・ ノロウイルスや芽胞菌には効果がない。
・調整がいらない（薄めてはダメ）
・７０％～８０％エタノールが最も効果的です※水気があると効果が弱くなる
・水気をよくふき取ってから、スプレー等を使用する。



器具等の洗浄・消毒のポイント
次亜塩素酸ナトリウム
＜用途＞調理器具（まな板やざる等）、野菜等の殺菌
※野菜の殺菌には食品添加物を使用します。
＜殺菌効果＞殺菌力が強く、一般的な細菌、ノロウイルス、カビ等に効果があります。
芽胞菌には十分な効果はありません。

＜注意点＞
・分解しやすいので、使用直前に調製する。
・汚れがあると消毒効果が下がるので、汚れを十分落とす。
・消毒後は水でよくすすぐ必要がある。
・酸性洗剤と混ぜない（有毒な塩素ガスが発生する可能性）。
・色落ちに注意する。



次亜塩素酸ナトリウムの調整について

 市販の塩素系消毒剤の原液の濃度には、１%～１２%程度のものがあります。
 ノロウイルスに対しては、次亜塩素酸ナトリウム濃度200ppm 以上のものを使
用した消毒が効果的です。

 次亜塩素酸ナトリウムは、希釈して(薄めて)使用します。
 適正濃度に希釈した溶液で、200ppmの液で浸すように拭くか、100ppmで10
分間浸漬した後、流水で十分にすすぐ（手指保護のため、手袋を着用するこ
と）。



３) 交差汚染・二次汚染の防止

【交差汚染とは】
病原菌の汚染度が高いものが、汚染度の低いものに接触するこ
とによって広がる汚染のこと

【二次汚染とは】
調理済み食品が原材料と交わって、微生物によって汚染される
こと



交差汚染・二次汚染の防止
・包丁まな板等調理器具は、使い分けする。
・保存するときは、ドリップ等が漏れない容器に入れ
ラップをする。

・汚染度の高い食品は、冷蔵庫の下段に保存する。



４) トイレの洗浄・消毒

【意識すること】
 原則、すべての調理行為、調理場の清掃・消毒が終わった後に行う。
 従業員がトイレを使用したときに、調理場内に汚染を持ち込まないために
どうすればよいかをイメージする。

 便器の蓋、ドアノブ、手すり、水洗バー等から病原性微生物が食品取扱者
の手に付着し、食品が汚染される可能性がある。

 下痢や嘔吐物は病原性微生物を含む場合があり、排泄後もしばらく空気中
に漂うことがあります。（床や壁にも付着する。）



トイレ用

トイレのはきものは専用にする
はきものを介して汚染を持ち込まない。



手のふれる場所は、１日１回以上清掃・消毒する。

取っ手に注意



トイレの利用時について（話はかわりますが・・）
【トイレの利用時の順序】
①厨房着を脱ぐ（更衣室、更衣場所）
②トイレ専用の履物にかえる
③用便
④トイレの手洗いで、手を十分洗浄する
⑤厨房着を着る
⑥手洗い（調理場内）※ここがポイント忘れずに！
⑦調理行為

※調理場の手洗いで再度手洗いが必要→手洗いの水栓バー、ドアノブ等の共用物で
手が汚染される可能性があるため（共用タオルは絶対にやめましょう）



５) 衛生的な手洗いの実施
適切に手洗いが実施されないと、食品取扱者の手を介して病原
性微生物等が食品や器具等を汚染する恐れがあります。

病原性微生物等は、目に見えず、症状のない人（不顕性感染）
の便からも排泄されるため、従業員の体調チェックでは完全に
は防ぐことが難しい。

適切な方法・タイミング・場所で、正しく手洗いをすることが
大切です。



適切な手洗いの実施

せっけんで手指に付着した汚れが浮き上がるまでこすり、しっ
かりと洗い流すことが効果的です。

手洗い後に手指を消毒する場合、水気が残ったままでは消毒効
果が弱まることがあります。

ペーパータオル等を活用して水気をふき取ってから消毒するこ
とで、確実な効果が得られます。

共用タオルはありませんか？



適切な手洗いの実施

シンクで手洗いしてませんか？

※シンクで手洗いをすると、飛んだ水滴による食品や器具への
汚染や、ハンドルを介して他の従業員の手を汚染してします。

※調理場内の手洗いで、適切に洗浄・消毒をお願いします。



手洗いのタイミング

①作業開始前及びトイレの後
※トイレの手洗いで十分に洗い、調理場の手洗いで
再度洗浄・消毒を行う。

②食品に直接触れる作業の前

③ 肉類・魚介類・野菜類を扱った後、他の食品や器具を取り扱う前

④廃棄物に触れる等、手が汚染されたとき



６) 従業員の健康管理・衛生的作業着の着用
調理前の体調チェック
・食品取扱者や食品取扱い場所に立ち入る者は、立ち入り前に次の症状
がないか確認します。
・もし下記症状がみられた場合は食中毒防止のため、食品の取扱い作業
をさせず、医師の診断を受けさせます。

− 黄疸
− 腹痛、下痢
− 発熱、発熱を伴う喉の痛み
− やけど、切り傷等で感染が疑われるもの
（外傷のみで、耐水性の保護をする場合は該当しません）
− 病的な耳や目、鼻からの分泌物
− 吐き気、嘔吐



人からの汚染を防ぐために

手洗い
清潔な衣類

清潔な履物

健康
チェック

定期的な
検便



イ 重要管理点について
食中毒予防の３原則

•原材料に異常がないか確認する

•施設・器具類の衛生管理を徹底する

•従業員の健康管理、手洗いを行う

つけない

（清潔）

•１０～６０℃の温度帯に、調理食品が長い時間留まらないようにする

•冷蔵・冷凍庫の温度を確認する

ふやさない
（すばやく冷却）

• 中心部まで適切に加熱する
（75℃で１分以上、二枚貝等は85～90℃で90秒以上）

やっつける

（加熱）
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「加熱」「冷却」は調理の中で一番重要なポイントです。
食品を危険温度帯に置いたままにすると、食品中の細菌が増えてしまいます。細菌
をやっつけるためにしっかりと加熱し、危険温度帯に食品を置いておかないよう素
早く冷却します。

イ 重要管理点について



Ⅰ 非加熱のもの（冷蔵品を冷たいまま提供）
例 刺身、冷奴、酢の物、サラダなど

Ⅱ 加熱するもの（冷蔵品を加熱し、熱いまま提供）
例 ハンバーグ、焼き魚、焼き鳥、唐揚げ 等

Ⅲ 加熱後冷却し再加熱するもの、または、加熱後冷却するもの
例 カレー、スープ、ソース、たれ、ポテトサラダ 等
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イ 重要管理点について



Ⅰ 非加熱のもの（冷蔵品を冷たいまま提供）
例 刺身、冷奴、酢の物、サラダなど

※加熱しない料理は、加熱調理工程がないため、有害な微生物に汚
染されていない食材の使用し、汚染されないように調理し、万が一、
有害な微生物が付着しても増殖しないよう冷蔵庫（低温）で保管す
る。
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イ 重要管理点について



Ⅱ 加熱するもの（冷蔵品を加熱し、熱いまま提供）
例 ハンバーグ、焼き魚、焼き鳥、唐揚げ 等
食品の中心部まで十分に加熱された時の火の強さや時間、温度（中心
温度）、見た目（形状・色）、中心部の色など確認する。
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イ 重要管理点について



Ⅲ 加熱後冷却し再加熱するもの、または、加熱後冷却するもの
例 カレー、スープ、ソース、たれ、ポテトサラダ 等
※冷却する場合は、危険温度帯（10～60℃）に長く留まらないよう、小さな
容器に食品を小分けしたり、清潔なシンクまたは大きめの鍋に水を流し入れな
がら、熱い鍋を入れてあら熱をとり、ふたをして鍋ごと冷蔵する等、冷却ムラ
を防ぐことが重要。

36

イ 重要管理点について



Step１

衛生管理計画を
つくる

計画を実行す
る

やったことを記
録する

Step２ Step３

（２）ＨＡＣＣＰの実施



Step１

衛生管理計画を
つくる

計画を実行す
る

やったことを記
録する

Step２ Step３

（２）ＨＡＣＣＰの実施



問題やいつもと違うことが起こったときに、その内容やどのように対処したかを

具体的に、詳細に記録に残しておくことが重要です。

作成した衛生管理計画等の保健所への提出は不要です。
保健所の監視時に掲示を求められた場合は、速やかに対応してください。

Step３ やったことを記録する（飲食店における実施記録の例）
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・作業中に記録をつけることは、非常に大変ですが、
営業者自身を守るための大切は作業です。

・記録は食品事故やクレームが発生した場合、問題
点の確認や発生原因の究明に活用できるほか、適切
な管理を実施していた証拠として消費者や保健所に
説明することも可能となります。

記録の保管


